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味岡小学校区地域協議会
「あじおか おたすけ隊」活動中！！

問合先　支え合い協働推進課（☎ 76‐1149）地域協議会の取り組みを、リレー形式でお伝えするコーナー地域協議会の取り組みを、リレー形式でお伝えするコーナー

　「あじおか おたすけ隊」は味岡小学校区の住
民有志で構成される、「地域の高齢者等のちょっ
とした困りごと」を解決するチームです。
　平成 31 年４月に発足後、これまでに 50 件
以上の依頼に対応され、令和３年度も新型コロ
ナ対策を施した上で、屋外の活動を中心に依頼
をこなされています。代表の森川さんは「依頼
者から感謝の声を聞くと、心が豊かになる。こ
れからも地域のため、活動を続けたい。」と話
されました。
　「あじおか おたすけ隊」では一緒に活動をし
てくれる「隊員」を募集していますので、味岡
小学校区内にお住まいで興味のある方は、連絡
先までお気軽にお問い合
わせください！

● 連絡先 （携帯電話 090‐8130‐2032）
隊員の募集・活動の依頼、いずれもこちらの連絡先にお
問い合わせください。　　

● おたすけの申し込み条件は以下のとおり
<対　　象>味岡小学校区在住の 65歳以上の方
<申　　込>月～金曜日　午前 9時～正午
<費　　用>１回 200円（活動員１人あたり）
<活動時間>午前９時～午後３時
<メニュー> 庭の草取り、重い物の移動、 買い物代行、
　　　　　　電球交換、樹木の伐採など

↑依頼者と隊員↑依頼者と隊員 左上 /右上：除草作業前 /作業後
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不法就労・不法滞在防止にご協力を！

　みんなの思いみんなの思い
　　　　明るい社会　　　　明るい社会
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◎ 不法残留者の推移（法務局統計）◎ 不法残留者の推移（法務局統計） 小牧警察署　（☎ 72‐0110）

◎ 事業主の皆さんへお願い ◎ 事業主の皆さんへお願い 　　　不法就労外国人の雇用禁止 不法就労外国人の雇用禁止  

  < 警察署交通課の窓口受付時間の変更（４月１日から）>
　 受付日時 :  従前    午前８時 45分から午後 5時 30分まで
　　　　　     変更    午前 8時 45分から午後 4時 30分まで
＜対象業務＞
  〇 自動車保管場所証明  〇 道路使用許可  
  〇 通行許可・駐車許可  〇 制限外積載等許可
  〇 通行禁止・駐車禁止等除外 
  〇 緊急通行車両・規制除外車両の事前届出 
〇 高齢運転者等標章の申請手続き  
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　増加する不法残留者に対して不法就労を斡旋する
ブローカーや就労が認められていない外国人を雇用
する事業主は後を絶ちません。
警察では、このようなブローカーや悪質な事業主
の取締りを強化しています。

◇外国人を雇用する場合は、旅券、在留カード、就労資格証明書等を、コピー
　ではなく実物で確認（在留資格、在留期間）してください。
◇留学生等は資格外活動の許可の有無、許可された活動内容も確認してく
　ださい。
◇在留カードには、就労制限の有無や資格外活動許可に関して明記されて
　いる欄も確認してください。
　　　外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者となること
　　を知らなかったとしても、在留カードの未確認などの過失があ
　　れば処罰の対象となります。

　　　

　　　外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就労者となること
　　を知らなかったとしても、在留カードの未確認などの過失があ
　　れば処罰の対象となります。
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